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アップデート – 米国の港でのDDGSの荷積みについて 
 
背景 
Gardは、2010年5月に穀物蒸留粕（DDGおよびDDGS）1の輸送について、関係す
る規制とリスクを中心に考察を行いました。 
 
Gardは、用船主または荷送人が提供する米沿岸警備隊（USCG）発行の許可書に
従って、米国から可溶性物質添加の穀物蒸留粕（DDGS）を輸送（米国はDDGS
の主要輸出国の１つ）することについて、さらに助言を行うよう要望を受けま
した。本許可証は、DDGSの輸送について、国際海上固体ばら積み貨物規則
（IMSBCコード）2の第1.3節に基づく「危険性を有しない（種別C）貨物」であ
ると認めることを意図するものです。 
 
今回の損害防止に関する回報は、USCGによって許可された、米国の港でのDDGS
貨物の荷積みに関する最新の動向について情報提供を行うことを目的としてい
ます。 
 
IMOに対する米国の提出書類について 
荷積み港の主管庁は、IMSBCコードの第1.3節により、DDGSのようにIMSBCコ
ードの付録1に記載されていないばら積み貨物が、輸送に際して特定の危険を生
じさせないか否かについて評価することが認められています。そうした危険性
がないと評価された場合、同貨物の輸送が承認され、荷揚げ港と旗国の各主管
庁に対してかかる承認についての通知がなされます。さらにIMSBCコードの第
1.3節は、荷積み港の主管庁が、船長に対して、貨物の特性および積荷の運搬と
取り扱いについて求められる条件を記載した証明書を提出しなければならない
こと、ならびにIMO（国際海事機関）に対して、本ばら積み貨物をIMSBCコー
ドの付録1に盛り込む旨の申請書を提出しなければならないことを定めていま
す。 
 
米国は、DDGSをIMSBCコードに盛り込み、種別C貨物として掲載する旨の申請
書をIMOに提出しました。今回の提出書類は、サンプルテストと船舶の積荷の
モニタリングによってその内容が支持されており、DDGSが危険性を有さない貨
物として、25年を超える期間何ら問題なく、ばら荷で出荷されてきた旨が述べ
られています。さらに同提出書類では、船舶でDDGS貨物がばら荷で輸送される
際、軽度な自己発熱の性質を示す可能性があることが述べられているものの、
証拠では、同貨物内で火災を起こす可能性は極めて低く、さらにDDGS自体は凝
集力が高く輸送中に液化したり変質したりしないことが示唆されています。 
 
種別C分類に関するIMOの承認 
種別Cの分類に関し、年内にIMOから承認されることが見込まれています。ただ
し、水分含有量が13％以下かつ油分含有量が11％以下のDDGS貨物に限られます。
これらの限界値は、USCGの許可証にも記載されます。また同許可証は、許可証
の写しを船舶内に保管し、IMSBCコードの第4節が求める船積み書類を添付しな
ければならない旨を定めています。IMSBCコードの第4節には、荷積みの前に、
荷送人が船長に提供すべき情報と書類が明記されています。 
  

                                                  
1 損害防止サーキュラー No. 07-10 「Carriage of Distillers’ Dried Grain」 
2 http://www.imo.org/ourwork/safety/regulations/pages/bulkcarriers.aspx 
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お問い合わせ先     
                             
損害防止担当ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ 
Terje R. Paulsen 
→ terje.paulsen@gard.no    
                             
損害防止担当ｼﾆｱｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ 
Marius Schonberg 
→ marius.schonberg@gard.no    

DDGSに関するIMSBCコードの修正は、一旦承認が下りると、2013年1月1日に効
力が発生することになりそうです。その一方で、USCGの許可証が厳密にIMSBC
コードの要求事項を満足するかについては疑問が残ります。Gardが確認したバ
ージョンの許可証では、その宛先がアメリカ穀物協会となっているからです。
このため、同バージョンの許可証は、IMSBCコードの第1.3.2節に記載のあるよ
うな、主管庁が船長に対して提出する許可証には当たらないと言えるでしょう。 
 
勧告 
Gardの損害防止サーキュラー No. 07-10に記載した勧告は、USCGの承認から外
れたDDGSの出荷と、米国以外の国からの出荷で関係主管庁から同類の承認が得
られていないものに関しては、なお有効です。また同勧告は、IMSBCコードを
修正するために米国からIMOに提出された書類に記載されなかったDDG貨物に
関しても、なお有効です。 
 
Gardは、IMSBCコードが修正されてDDGSが盛り込まれるまで、組合員各位に対
し、DDGSを種別C貨物として米国から出荷することに同意する前に、用船主ま
たは荷送人に対して、USCGのアメリカ穀物協会宛の許可証に加えて、IMSBC
コードの第1.3.2節に記載される主管庁から船長に対する証明書ならびに第4節
に記載される情報および書類（貨物の水分および油分含有率が前述の限界値内
に収まる旨を示す証明書を含む）の提出を要求されるよう勧告します。また、
IMSBCコードが修正されるまで、積込み場所内の貨物の温度について監視また
は記録を行うことを推奨します。 
 
しかしながら、IMSBCコードの第1.3節に沿って、誰が荷揚げ港と旗国の各主管
庁に対して通知を行うのかについては依然としてはっきりしておらず、これに
ついては用船主または荷送人に対して相談するべきでしょう。荷揚げ港の主管
庁に対しては荷送人が、旗国の主管庁に対しては船舶が通知することが推奨さ
れます。 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


